
第 7 章 そ の ほ かの環境汚染物質

第 気 節 休廃止鉱 山 の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関する 法律｣ (昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律第 1 39 号) では土壌汚染

の原因と な る物質の う ち 、 人の健康上問題があ る も の と して カ ド ミ ウ ム が、 又農作物の生育上問題があ

る も の と して銅が指定さ れて い る 。

カ ト ミ ウ ム につ いて は玄米中の含有量 l mg/kg以上、 銅につ いて は土壌中の含有量 1 25 mg/kg以上の

ものがそれぞれ被害があ る と さ れて い る 。

休廃止鉱山のなかで、 現在ま で鉱害 と して問題にな っ て い る も の は 、 岩美町荒金の岩美鉱山 、 鳥取市

百谷の百谷鉱山であ る 。

噂 〔岩美鉱山〕 明冶 2 2 年に開坑さ れた鉱山で･ 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水田約 200 ヘ ク タ
ー ルに被害を及ぼ し 、 昭和 4 6 ~ 4 7 年にかけて実施 した囲査では 8 8 検体の玄米の う ち 2 2 検体の玄

米に カ ド ミ ウ ム の人為的汚染 ( カ ト ミ ウ ム 0 4 mg/kg以上) が認め られたか、 食品衛生法上食品 と して

取 り 扱われな い カ ト ミ ウ ム 1 mg/kg以上を含む玄米は認め られなか っ た 。 ま た 、 土壌について は米の収

量に影響があ る と判断さ れる 1 25 mg/kg以上の銅を含有 し て いた土壌が 9 0 地点中 2 4 地点あ っ た 。 県

では鉱害対策と して昭和 4 7 ~ 5 8 年度に事業費累。十 7 1 0 , 7 97 千円で鉱水処理施設、 沈殿物た い積場の

設置及び整備、 捨石た い積場の防護施設工事等を行っ て き たか 昭和 5 9 年度は事業費 1 25 , 789 千円で

堆積場鉱害防止工事等を実施 した 。 な お 、 当該地域の農用地に対 して ｢土壌汚染防止対策事業｣ の実施

が検討さ れて い る 。

〔百谷鉱山〕 開坑の歴史は古い鉱山で 、 昭和 4 7 4 8 年度に 、 下流 2 0 ヘ ク タ ー ルに実施 した調査で

は 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 ( カ ト ウ ム 0 4 mg/kg以上 ) の認め られた も のが 2 検体あ っ た。

土壌では銅 125 mg/kg以上の も のが 2 3 地点の う ち 7 地点認め られた。

鉱害対策と し て は百谷鉱業 (株) は 、 昭和 4 8 年に銅の高汚染地域 1 1 ヘ ク タ ールの客土事業 と坑口

(塊完塁賎農業･水路“新“等･行い現在に. っ れる o

第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

水銀等によ る環境汚染、 食品汚染の実態を知る ため 、 農用地 3 0 地点について土壌、 農作物圏査を実

施す る と と も に 、 県内魚介類 1 0 検体、 県外魚介類 9 検体について魚介類凋査を行っ た 。 そ の結果は表

の と お り であ る 。

1 土壌、 農産物覊査

小田川流域の水田 140 ヘ ク タ ールに対 し 、 玄米中の カ ト ウ ム含有量について 3 0 地点で細密調査
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を実施 した。

その結果についてみ る と 、 玄米中の カ ト ウ ム含有量は 3 0 地点平均で 0 . 3 2 mg/kgであ り 、 ｢食

品衛生法｣ で定めて い る玄米のカ ト ミ ウ ム基隼値 1 mg/kgを上回 る も のはなか っ たか 0 4 mg/kgを

こ え る も のが 1 2 地点で検出 さ れて い る 。

表 1 1 9 玄米中の重金属凋査結果
(単位 . mg/kg )

地 区 淵査地点
カ ド ミ ウ ム

最高値~最低値 平均値

岩美町大字荒金

" 院内

" 長郷

高住

" 岩常

河崎

" 太田

3

2

3

3

1 0

4

5

0 . 7 5 ~ 0 0 7

0 4 8 ~ 0 . 0 5

0 0 9 ^) 0 0 1

0 . 8 0 ~ 0 . 0 7

0 7 5 ~ 0 0 1

0 5 9 ~ 0 2 8

0 6 0 ~ 0 0 7

0 . 4 1

0 2 7

0 . 0 4

0 . 3 9

0 3 0

0 4 2

0 . 3 8

合 。十 3 0 0 8 0 ~ 0 0 1 0 . 3 2

積め

(注 ) 昭和 5 9 年度農業改良課調査

2 魚介類調査

県内産魚介類 1 0 検体、 県外産魚介類 l o 検体について総水銀の囲査を行っ たが 、 いずれ も暫定的

規制値 (昭和 4 8 年 7 月 2 3 日 厚生省暫定的規制) 総水銀 0. 4 坪mを下回 っ て い る 。

表 1 2 0 魚介類澗査

区 分
総 水 銀

備 考
検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類 1 0 1 0 O o ･ 壱階 N 篝皹
PPm

た い 、 かれい 、 めばる他

県外水場魚介類 1 0 1 0 0 0 . 2 3 0 0 1 0 0 5 あ じ 、 いか 、 かつお他

。十 2 0 2 0 0 - II -

(注 ) 昭和 5 9 年度衛生課調査
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B によ る食品の汚染の実態を知るため暫定的規制値の没け られてい る食品 3 0 検体の調査を行っ

たが いずれ も暫定的規制値 (昭和 4 7 年 8 月 2 4 日厚生省暫定的規制) を下回 っ て いた 。

表 1 2 1

種 類 別
総検
体数

検 出 値
暫定的
規制値

適 不適 備 考
最高値 最低値 平均値

魚介類
県内水場

遠洋沖合
魚 介 類

5

Pyu

0 0 1

ゼFu

N D

しF1u PPn1

0 . 5 5 0

と び う お 、 さ ば、 いか、

さ んま 、 ひ ら め 、 かつ

お 、 いわ し 、 た い あ

じ 、 めばる 、 かま す

内海内湾
魚 介 類

5 0 . 0 7 N D 3 5 0

県外水場
遠洋冲合
魚 介 類

5 0 0 3 N D 0 . 5 5 0

内海内湾
魚 介 類

5 0 . 0 1 N D 3 5 0

。十 2 0 2 0 0

牛 乳

乳 製 品

肉 類 8 0 . 0 1 N D 0 5 8 0 牛肉、 豚肉 、 鶏肉

卵 類 2 N D N D N D 0 . 2 2 0 鶏卵

合 。十 3 0 3 0 0

の (注) 昭禾ロ 5 9 年度衛生課澗査
N D 検出 さ れず ( 0 0 1 未満)
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第 8 章 廃 棄 物

経済の成長、 生活水準の向上に伴 う各種廃棄物の量的増大 と質的変化には著 しい ものがあ り 、 こ れ ら

の現状に対処 し 、 廃棄物を適正に処理す る ため 、 昭和 4 5 年廃棄物の処理及び清掃に関す る法律 (以下

｢廃棄物処理法｣ と い う 。 ) が制定さ れ、 翌年 9 月施行さ れた。

廃棄物は 、 次表 に 示す と お り 事業活動に伴っ て排出 さ れる も のの う ち法令で特定さ れた産業廃棄物

と 、 それ以外の一般廃棄物に分類さ れ る 。 一般廃棄物と産業廃棄物は、 それぞれの処理体系に帰属する

こ と と な るが、 一般廃棄物の処理は市町村の固有事務と さ れ、 他方産業廃棄物は、 排出事業者の処理責

任が明定されて い る 。

表 1 2 2 廃棄物の分類

昨家庭滲み 七般こ み 七可燃こ み ◎こ

一般廃棄物 事業系ごみ 粗大ごみ 不燃ごみ
(法第 2 条第 2 項) (事業系一般廃棄物)

し 尿

産業廃棄物 (特定さ れた 1 9 種類)
(法第 2 条第 3 項)

第 1 節 一般廃棄物の現況

一般廃棄物は、 し尿と ごみに大別 さ れるが、 市町村は こ れ らの処理について 、 廃棄物処理法第 6 条に

定め る と こ ろ によ り 、 処理すべき 区域を定め、 当該区域内にお け る一般廃棄物の処理について所定の。十

画を策定 し 、 こ れに基づき収集 . 運搬、 処理処分をす る こ と にな っ て い る 。

。十画的に収集さ れた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のな いよ う 適正に処理処分する ためには 、 熟.
　　

理施設を整備 し 、 こ れ らの施設にお いて衛生的に処理す る必要があ るが、 施設の整備について は、 各市

町村において廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき 、 国が定め る 。十画によ っ て整備事業の推進が図 ら

れて い る 。

昭和 5 9 年度末現在において 、 一般廃棄物処理施設によ る衛生処理の体制は 、 おおむね整備さ れてい

るが、 今後、 排出量の増大及び施設の老朽化等に伴い各市町村において 、 施長の新増設及び更新等、 処

理率の向上が図 られる よ う 検討する必要があ る 。

乍 し尿処理

し尿の処理については 、 公共下水道の整備によ り 下水道終末処理施役で処理する こ と が望ま し いが
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下水道が普及 して いな い地域にお いて は し尿浄化槽が普及 しつつあ る 。

しか し 、 大半の家庭は 、 く み取便所であ り 、 こ れ ら の く み取 り し尿及び浄化槽汚でい等は 、 し尿処

理施設等にお いて衛生処理す る必要があ る 。 昭和 5 8 年度にお け る し尿の処理状况について は 、 図 1 1

に示す と お り であ る 。

し尿処理施設の整備状況等は表 124 に示す と お り であ るが、 処理率の向上及び施設の老朽化等に伴

う新増設及び更新を関係市町村にお いて検討す る必要があ る 。

図 1 1 し尿処理の状況 (昭和 5 8 年度実績)

処理人口等 (単位 人) 処理系統図 (単位 kー /年) 収集 し尿処理内訳比率

①

総

人

口

616 ,8 1 7

②

。十

画

処

理

区

域

内

入

口

6 16 ,8 1 7

③

水洗化
人 口
20 1 , 07 1

⑤
公共下水道
人口 65 , 1 10

⑥
し尿浄化槽
人口135 ,96 1

④

非

水

洗

化

人

口

415 , 746

⑦

護
実
口

315 ,57 1

⑤
自 家 処 理

人100 , 175口

し 尿 処 理

施 没

93 .8 %

下水道投入
6 2 %

(人口ベ ー ス )

排 水 、 下水道終末処理場

排 水 ← し 尿 浄 化 槽

し 尿

154 ,695

⑫汚でい

34 ,245

。十 画 区 域 率 ②/① × 1 00 =1 00 0 %

水 洗 化 率 ③/① × 1 00 = 32 . 5 %
　

非 水 洗 化 率 ④/① × 1 00 = 67 .4 %

。十画収集率A ⑦/① × 1 00 = 5 1 .2 %

自家処理率A ⑧/① × 1 00 = 16 .2 %

公共下水道水洗化率 ⑤/① × 1 00 = 10 .6 %

し尿浄化槽水洗化率 ⑥/① × 100 = 22 .0 %

計画収集率 B ⑦/④ × 1 00 = 75 .9 %

自家処理率 B ⑧/④ × 1 00 = 24 . 1 %

⑨ し尿処理施設
1 88 ,940

し 尿
14,663

~ ⑲ 下 水 道 投 入
′ 14 ,663

し 尿
51 ,229

、 ⑪ 自 家 処 理
5 1 ,229

1 人 1 日 当た り し尿収集量

(⑨+⑲ -⑫ ) × 1 0 3 -⑦ - 365 = 147 “ /入 日

1 人 1 日 当た り し尿排出量

(⑨ +⑲十⑪ -⑫) × 1 0 3 -④- 365 = 1 . 45 “ /人 ･

- 1 27 -

1 人 1 日 当 た り し尿浄化槽汚でい収集量

⑫ × 1 0 3 -⑥ - 365 = 0 .69 “ /入 日

日



灯

表 1 2 3 し尿処理施設の整備状況
(昭和 5 9 年 3 月 末現在)

設置主体名
施 役 の

名 称
施設の所在地

A

施設の
規 模

(kl/ 日 )

処理方式

稼動

開始

年月

B

昭和 5 8
年度中の
年間処理
実 績
( kl/年)

B

A× 365

残渣量

( t /年)

東部広域行
政管理組合

因幡浄苑
鳥取市秋里

1 0 3 7 番地
1 7 0

好 気 性
消 化

46 . 1 1 5 3 , 7 5 4 0‐ 8 7 1 2 9

中部広域行
政管理組合 屋 の 尭

倉吉市小田字日 の
宮 3 番地

1 2 0
嫌 気 性
消 化

40 . 7 4 3 , 4 9 5 0 . 9 9 2 , 1 1 7

米子市ほか
9 か町村衛
生施設組合

米 子 市

浄 化 場

米子市安倍

2 1 4 番地

5 6 猪 気 亮 39 . 1 1 4 , 0 1 9 0 . 6 9 5 5

1 2 0
好 気 性
消 化

49 . 1 2 3 3 , 4 9 6 0 . 7 6 1 3 3

白 浜
浄 化 場

西伯郡淀江町中間
8 5 6 番地

8 0 パン 42 . 4 2 3 , 0 1 9 0 . 7 9 3 3 6

境 港 市
境 港 市
浄 化 場

境港市小篠津町無
番地

5 6 播 気 粍 39 . 4 1 5 , 3 6 5 0 . 7 5 2 2 0

日 野町 ･ 江
府町 ･ 日 南
町衛生施設
組 合

清 化 園
日野郡江府町大字
佐川 2 番地

3 0
二段店性
汚 で い

40 . 4 5 , 7 9 2 0 . 5 3 4 3

。十 6 3 2//1 8 8, 9 4 0 0 . 8 2 3 , 0 3 3

‐
『

2 ごみ処理

地域住民の 日常生活に伴っ て排出 さ れる ごみは 、 量的には増大傾向か ら横ばいの傾向 に転 じて い る

が、 質的 るはなお多様化の傾向をた ど っ てお り 、 市町村では こ れ らのごみ及び事業活動こ伴っ て生 じ⑲

る廃棄物の う ち所定の ものについて 、 収集 運搬、 処理、 処分に至る一連の作業を処理。十画の中で定

めてい る 。

昭和 5 8 年度におけ る ごみ処理の状況は 、 図 1 2 及び図 1 3 の と お り であ るが、 市町村の収集。十画

によ り 収集されて い る も のは 、 計画処理区域内の総排出量の 7 6 . 8 % 、 事業系一般廃棄物等直接搬入

量は 8. 6 % 、 自 家処理量は 1 4 . 6 %であ る 。

な お 、 ごみ処理施設整備状況は、 表 124 表 125 の と お り であ る 。

- 128 -



図 1 2 ごみ処理の状況 (昭和 5 8 年度実績)

処理人口等 (単位 人) 処理系統図 (単位 ト ン/年)

16 , 7 0 1

①
総

② ④

。十 。十

画 画

処 収

理 集

区 人

域 口

内

⑥ 可燃ごみ 1 37 , 184 却施設 残灰

⑥
収
集
総
量

1 37 , 184 1 46 ,799 14 ,739 埋
不燃ごみ 1 1 ,733 25

28 ,633 柤大ごみ 1 2 .389 立
粗大こ、み 1 19 処理施設 処

173 3 1 6 7 ,499 6 1 , 2 1 2 14 ,768 分
9 ,590 2354 ＼＼、 6 ,28 1人 587 ,362

口 ⑦ 直接搬入こ み 1 ,823 資 源 化 58 ,008
19 ,3 1 1 2 ,479

⑤
616 , 1 25 自家処

理人口

③ 。十 面 処 理
区域外人口

692

。十画収集区域率 ②/① × 1 00 = 99 . 9 %

。十 画 収 集 率 ④/① × 100 = 95 . 2 %

1 人 1 日 当た り こ み排出量 A ⑥ × 1 0 6 -④ - 365 = 808 g /人 ･ 日

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 B (⑥ +⑦ 十⑧) × 1 0 6 -② - 365 =1 , 002g /入 日

図 1 3 。十画処理区域内 におけ る こ、み処理の状況

資源化 自家処理
2 ,479 ト ン/年 32 , 952 ト ン%年

の ( 1 . 1 % ) ( 14 .6% ) 暁却処理
。十画処理

埋立処分 区域内排出量 146 , 799
225 , 579 ト ン/年 ト ンノ年

篤,349 ( 1 0αリ

ト ンメ年 ( 65 . 1 % )
( 19 . 2% )

(注) 埋立処分には 、 残灰は含ま な い
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表 1 2 4 ごみ処理施設 (粗大ごみ処理施設を除 く ) 整備状況
(昭和 5 9 年 3 月 末現在)

長置主体名 施設の名称 施没の所在地 A椴蝋檄働 炉 型 式

稼動

開始

年月 獺鱈
残渣量

(t ノイ年)

鳥 取 市
神 谷
清 掃 工 場

鳥取市西今在家
2 2 7

1 8 0
連 続
燃 焼 式 49 . 1 1 4 2 , 1 1 7 0 . 6 6 4 , 6 3 3

国 府 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益
5 2 4 、 5 2 5

6
機 械 化
バ ッ チ式

46 . 1 2 1 , 5 6 7 1 . 0 1 1 0 9

岩 美 町
岩 美 町
清 掃 工 場

岩美町大字浦富
字坊谷

3 0 メソ 53 . 6 2 , 9 0 2 0 4 4 3 2 0

福 部 村 福 部 浄 苑
福部村大字中

1 0 9
6 メソ 50 . 4 7 1 5 0 . 3 3 7 1

河 原 町
河 原 町
ごみ処理場

河原町大字郷原
4 3 4 - 2

5
固 定
パ ン チ式

46 . 4 8 3 0 . 4 5 5

8
機 械 化
バ ノ チ式

52 . 4 1 , 9 6 3 0 . 9 3 1 1 8

若 桜 町
若 桜 町 営
塵芥処理場

若桜町大字浅井 1 0 " 5 1 . 5 9 8 4 0 . 4 5 8 4

智 頭 町
智 頭 町
塵芥処理場

智頭町大字市瀬
1 6 4 3 - 2

8
固 定
パ ン チ式

44 . 6 1 , 4 3 0 0 . 6 1 1 1 3

八 頭 東 部
衛 生 施 没組合

組 合 立
ごみ処理場

船岡町大字水口
1 4 2 - 2

2 0
機 械 化
パ ン チ式

50 10 2 , 9 8 0 0 . 5 1 1 5 0

佐治用 瀬 ご み
処理施 設 組 合

メソ
佐治村大字葛谷
字水工谷478一2

1 2 メソ 48 . 7 1 , 4 0 4 0 . 6 1 7 0

気 高 郡
衛生施 設 組合

メソ
気高町大字八束
水字ガー ガ谷

2 0 メソ 48 . 4 6 , 6 3 5 1 . 1 1 5 9 7

中 部 広 域
行政管 理 組 合

向 山
清 掃 工 場

倉吉市和田東町
8 9 3

3 6 イン 44 . 8 9 , 0 5 0 0 . 9 5 9 6 8

東 伯
清 掃 工 場

東伯町田越 104 5 0 んソ 49 . 1 2 1 4 , 0 0 0 1 . 0 2 上 4 0 0

赤 碕 分 場
赤碕町箆津

5 1 4 - 2
5 " 45 . 3 6 5 2 0 5 8 6 5

米 子 市

米 子 市 営
塵芥処理場

米子市長砂町
9 4 6 - 1

6 0 " 46 . 1 0 0 0 0

米 子 市
清 掃 工 場

米子市河崎
3 3 3 3

2 9 0
連 続
燃 焼 式

54 . 4 3 6 , 1 1 9 0 . 4 5 3 , 8 7 3
L

境 港 市
境 港 市 営
塵芥処理場

境港市福定町
6 7 3

3 0
固 定
バ ノ チ式

41 . 4 7 , 0 1 4 0 . 8 3 7 7 2

2 0 メソ 48 . 4 4 , 4 9 8 0 . 7 8 4 9 4

西伯町外 2 力 町
清 掃 施 設
管 理 組 合

新 宮 谷
焼 却 場

西伯町大字法勝
寺字新宮谷22- 1

7 メソ 47 . 5 0 0 0

能竹焼却場 西伯町能竹 1 0
機 械 化
パ ン チ式

55 . 6 1 , 4 0 3 0 . 4 5 1 0 2

日 吉 津 村
日 吉 津 村
塵芥処理場

日吉津村 日吉津
1 , 8 6 6

3
固 定
バ ッ チ式

44 . 2 O 0 O

3
機 械 化
ベ ン チ式

56 1 5 8 7 0 . 6 5 2 3
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設置主体名 施長の名称 施没の所在地 A鰕蝋檄佃 炉 型 式
稼動
開始
年月

B

昭和 5 8
年度中の
年間処理
実 績
( t /年)

稼動率

B

珍繊

残渣量

(t 鴛

淀 江 町
淀 江 町
ごみ焼却場

淀江町大字福岡
字高尾谷

1 0
機 械 化
パ ン チ式

53 . 4 1 , 6 8 8 0 . 7 6 1 9 3

大 山 町

大 山 町
塵芥処理場

大山町上方 212 5
固 定
パ ン チ式

46 . 9 O 0 0

大山町環境
美化センター

大山町豊房 1 2
機 械 化
パ ン チ式

56 . 1 1 , 0 1 5 0 2 8 4 1

名 和 町
名 和 町
塵芥処理場

名和町大字大塚
8 7 7 -‐ 2

3
固 定
パ ン チ式

44 4 5 1 4 0 . 8 5 3 0

5
機 械 化
パ ン チ式

5 1 . 4 1 , 3 5 4 0 . 8 8 9 0

中 山 町
中 山 町 営
塵芥処理場

中山町羽田丼字
中山原1俎9-226

5 メソ 49 . 7 1 , 5 5 2 1 . 0 0 1 0 4

日 野 町
日 野 町
塵芥処理場

日野町黒坂 187

3
固 定
バ ノ チ式

45 . 7 4 9 0 0 . 5 4 3 2

5
機 械 化
バ ッ チ式

53 4 8 8 0 0 . 5 8 5 8

日 南 町
日 南 町
こ み焼却場

日 南町生山 450 7
固 定
パ ン チ式

48 . 5 1 , 3 3 4 0 . 7 7 4 6

江 府 町
江 府 町
塵芥処理場

江府町江尾 475

2 メソ 45 2 3 5 1 0 . 5 6 1 8

5
機 械 化
パ ン チ式

54 . 4 1 , 2 9 1 0 8 3 6 4

溝 口 町
溝 口 町
ごみ処理場

溝口町上野カ マ
谷 1 1 0 - 1

2
固 定
バ ノ チ式

45 . 4 0 0 0

7 " 50 . 4 1 , 8 1 4 0 . 8 4 9 6

。十 8 9 0// 1 48, 3 8 6/1 4, 7 3 9

表 1 2 5 粗大ごみ処理施長
く昭和 5 9 年 3 月 末現在)

設置主体名 処理場名 型 式
A

公称能力
( t / 日 )

稼動開始

年 月

B

年間処理
実 績
( t /年)

。T量
C

稼動 日数

中部広 域 行 政
管 理 組 合

向 山
清 掃 工 場

圧縮 ･ 破砕併用 5 0 4 8 . 4 4 , 8 1 4 有 2 7 5

西部広域 行 政
管 理 組 合

中海処理場 圧縮 ･ 破砕併用 1 0 0 4 8 . 8 9 , 9 5 4 有 2 9 8

。十 1 5 0 / 1 4, 7 6 8 //
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3 最終処分場

収集さ れた廃棄物は 、 焼却、 破砕等、 物理的化学的又は 、 生物学的な方法によ り 減量、 安定化され

生活環境の保全上支障の少な い も の と して 自然の受容能力の中に包含さ れな ければな ら な い。

現在の と こ ろ本県にお いては 、 海洋投棄は行われて いな いので、 市町村が没置 して い る ごみ処理施

没か ら排出 さ れる焼却残灰及び収集さ れた不燃物等は、 最終処分場にお いて埋立処分さ れて い る 。

市町村が確保 して い る最終処分場は表 126 に示す と お り であ るが、 今後生活様式の変化等と こ みの

中に含まれる不燃性分の増大及び既存の処理場の埋立完了に伴い 、 新たな用地の確保を関係市町村に

おいて検。寸 し て ゆ く 必要があ る 。

表 1 2 6 ごみ埋立処分地整備状況
(昭和 5 9 年 3 月 末現在)

設置主体名 埋 立 地 名 所 在 地
埋立て
開 始
年 月

埋立て
終了予
定年月

面 積

伍3

全 体
容 量

(副

残 余
容 量

(虱

58年度
埋立て
実 績
(虱年)

東部広 域 行 政
管 理 組 合

高 草 清 掃 工 場
鳥取中里仁

6 3 7 一 6 8
47 . 8 59 . 3 25, 000 270 , 000 O 23 , 094

岩 美 町
岩 美 町 清 掃
工 場 灰 捨 場

岩美町大字恩志
字奥飯部

53 . 9 62 . 8 950 5 , 700 3 , 784 340

国 府 町 こ く ふ 浄 苑
国府町大字岡益

5 2 4
46 . 1 2 6 1 . 3 950 4, 1 00 890 240

福 部 村
福 部 村
残 渣 処 分 地

福部村大字中 50 4 66 3 88 1 1 , 762 1 , 1 62 7 1

青 谷 町

何 原 町

青 谷 町一般家庭
粗 大 ごみ処理場
河 原 町
ご み 埋 立 地

青谷町大字蔵内
2 1 3

56 . 3 59 . 3 682 1 ,023 1 55 303

河原町大字中井
4 3 7

47 . 4 60 3 5, 700 1 7, 1 00 6 , 630 852

若 桜 町
若 桜 町 営
不 燃 物 処 理 場

若桜町大字浅井 46 . 4 60 . 3 4, 000 20, 000 6 ,0 1 8 920

佐冶 ･ 用瀬ごみ
処理施 設 組 合

佐治 ･ 用瀬ごみ処
理施設最終処分場

佐冶村葛谷 54 . 8 64 . 7 200 600 125 70

気 高 郡
衛生施 役組 合

組 合 灰 捨 場
青谷町大字青谷
字頭無

49 . 4 59 . 3 800 3 , 800 O 159

中部広 域 行 政
管 理 組 合

向 山 埋 立 地 倉吉市和田東町 44. 8 59 . 3 6, 000 17, 000 O 2 ,435

東 伯 埋 立 地 東伯町大字田越 49 . 1 2 60 . 3 1 0 , 000 1 00 , 000 82 、787 1 ,465

岡 埋 立 地 倉吉市岡 55 . 1 2 59 1 2 6 , 984 3 0, 822 5, 1 00 O

名 和 町
名 和 町 焼 却
残 渣 埋 立 地

名和町西坪
1 0 7 4 - 1

50 6 58 . 3 7 00 800 O 0

大 山 町
大 山 町
不 燃 物 処 理 場

犬山町豊房字栗
ケ谷 1 9 9 4

53 . 4 58 . 3 50 0 1 0 , 000 5 , 100 200

日 吉 津 村
日 吉 津 村
残 灰 埋 立 地

日吉津村 日 吉津 46 . 4 59 3 1 20 320 23 88

境 港 市 不 燃 物 埋 立 地 境港市渡町 1 1 9 46 5 6 1 . 9 1 1 , 827 69 , 188 14 , 1 65 4 ,629

淀 江 町
佐 陀 不 燃 物
処 理 場

淀江町大字佐陀
字灘浜 1456 - 1

5 L 4 60 . 3 892 3 , 570 908 193

西部広 域 行 政
管 理 組 合

米 子 市紙園 町沖
米子市紙園町 2
丁 目

47 . 1 1 62 . 3 233 , 766 941 , 600 222 , 000 2 1 , 5 1 7

。十 //309 ,952 149Z385 343 , 747 56 ,24蝸
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4 し尿浄化槽

近年、 生活水隼の向上 、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への動き は 、 と みに高ま り し尿浄

化槽の没置基数は急激に増加 してお り 、 昭和 5 9 年度末には、 24 ,306 基を数えて い る 。

しか し 、 こ れ ら の し尿浄化槽は 、 必ず し も適切に維持管理等がさ れて い る も のはか り と は言えず、

そ の放流水によ る公共水域の水質汚濁、 悪臭の発生等が問題 と な る こ と も あ り 、 こ れ ら の維持管理に

つ いて十分指導監督を強化 してゆ く 必要があ る 。

し尿浄化槽の没置基数の推移及び保健所別設置基数は、 それぞれ図 1 4 及び表 127 に示す と お り で

あ るが、 激増す る浄化槽の技。十施工及び維持管理等を適正に さ せ 、 生活環境の保全上の支障 と な ら な

い よ う 指導す る ため 、 昭和 5 2 年 1 1 月 鳥取県 し尿浄化そ う 指導要綱を策定 し 、 市町村及び関係業界

と協力 して こ れに当た っ て い る と こ ろであ る 。

図 1 4 し尿浄化槽設置基数の推移

" “2 '888
23 000

22, 000

2 1 , 00O

2 0 ,

1 9 ,

1 8, 00

1 7,

1 6 ,

1 5 , 000

1 4, 000

1 3, 00

1 2, 000

1 1 , 000

1 0 , 000

9,

@ 8,
7, O

6 , 000

5 , 000

昭48 49 50 5 1 52 5 3 54 55 56 57 58 59

和震
末
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表 1 2 7 保健所別 し尿浄化槽設置基数
(昭和 6 0 年 3 月 末現在)

人槽＼＼~＼園觴所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 2 0 6 , 7 5 3 1 , 4 7 5 3 , 9 8 2 6 , 5 7 7 3 2 9 1 9 , 1 1 6

2 1 ~ 5 0 8 6 6 1 4 9 8 0 3 1 , 2 1 6 8 8 3, 1 2 2

5 1 ~ 1 0 0 3 6 3 6 1 3 0 2 4 9 1 4 4 1 , 2 6 1

1 0 1 ~ 2 0 0 1 3 5 2 3 1 1 9 1 6 0 1 9 4 5 6

2 0 1 ~ 3 0 0 5 4 1 3 5 0 6 5 8 1 9 0

3 0 1 () 5 0 0 3 2 5 2 8 3 6 3 1 0 4

小 。十 8 , 2 0 3 1 , 7 2 6 5 , 2 8 4 8 , 5 4 5 4 9 1 2 4 , 2 4 9

5 0 1 ~ 1 , 0 0 0 1 5 2 5 2 4 1 4 7

1 , 0 0 1 ~ 2, 0 0 0 2 4 6

2, 0 0 1 ~ 3, 0 0 0 1 2 3

3, 0 0 1 ~ 4, 0 0 0 1 1

小 。十 1 7 2 7 3 0 1 5 7

合 。十 8 , 2 2 0 1 , 7 2 8 5 , 2 9 1 8 , 5 7 5 4 9 2 2 4 , 3 0 6

.
･

･‘‐
･･

、
-
′

-
‘t

.･
･･

･･
‘‐

･r
.-

･t
.･

･
.･

.,
‘‐

･･
.･

.･
･.

･･
.･r
t
.･

5 監視 指導状況

廃棄物処理法第 1 9 条に基づ く 立入検査状况は次表の と お り であ る 。

表 1 2 8 廃棄物関係監視 指導状況
(昭和 5 9 年度)

一 般 廃 棄 物 産 業 廃 棄 物

下水道終末処理施設 合計し尿処理施設 し尿浄化槽 ごみ処理施設 粗大ごみ処理施設 その他 小計 排出事業所 処理業者 中間処理施設 最終処分場 その他 小計
立入検査件数 86 1 ,25 1 10 1 1｣ 51 1 ,490 63 1 1 00 99 20 2艶 54 ｢ 一1 , 827
理 化 学 検 査
件 数 L 84 425 73 1 0 592 3 4 27 29 63 5 1 706

第 2 節 産業廃棄物の現況

事業活動に伴っ て排出 さ れる産業廃棄物は、 生産活動の拡大と 消費生活の向上に よ り 増加の二途をた

ど り 、 ま た 、 質的に も多様化す る状況にあ る 。

本県において は 、 昭和 5 6 年度に産業廃棄物実態調査を行い こ れを基に昭和 5 7 年 7 月 に第二次の

処理。十画を策定 し 、 計画 目標年度を昭和 6 5 年度 と した 。
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7 産業廃棄物処理計画の概要

(1 ) 産業廃棄物の発生状況

昭和 5 5 年にお け る産業廃棄物の発生量は 、 表 129 の と お り であ り 、 2, 848, 63 1 ト ン と推。十さ れ る 。

業種別では 、 製造業が 1, 3 2 6, 5 8 9 ト ンノ年と 発生量の 4 6 . 6 % を 占め最 も多 く 、 次いで農業

919, 466 ト ンノ年の 3 2 . 3 %であ り 、 以下鉱業 1 1 . 1 % 、 建設業 7 . 2 % と な っ て い る 。

種類別では 、 無機性汚でいが 1, 040, 803 ト ンノ年 と 3 6 . 5 %を 占め最 も 多 く 、 次いで家畜ふん尿

9 16, 580 ト ン /年の 3 2 . 2 % 、 有機性汚でい 666, 62 2 ト ン/年の 2 3 4 % と な っ て い る 。

ま た 、 地域別では 、 西部地域 1, 556, 397 ト ンノ年の 5 4 . 6 % 、 東部地域 860, 547 ト ン/年の30 2

% 、 中部地域 43 1 , 687 ト ン/年の 1 5 . 2 %の順と な っ て い る 。

表 1 2 9 昭和 5 5 年全域推。十発生量

ゆ

( t /年)

総 。十 漁業 鉱業 製造業
卸 ‐
小売業

道 路
運送業

電気 ･
ガス ･

水道業

サ ー ビ

ス 業
建段業 農業

総 。十 2, 8乙躬, 63 1 1 1 1 3 1 6 , 3 1 9 1 ,3 26 , 589 4, 1 74 980 70, 886 4, 85 1 205, 25 59 1 9, 46 ℃

燃 え が ら 1 , 9 1 5 0 0 1 , 9 1 0 0 0 0 0 5

。十

汚でい 無機性汚でい

有機性汚でい

1, 707 , 42 5 0 2 t虹, 035 1 ,鮭望, 385 907 58 70, 723 9 1 3 1 70, 404

無機性汚でい 1 , 040 , 803 0 280 , 035 589, 009 907 58 0 390 1 70, 404

有機性汚でい 666, 62 2 0 0 595, 376 0 O 70 , 723 523 O

。十

r 一 般 廃 /由

廃 油 固 型 油
油 で い

2, 365 75 11“ 404 1 , 309 1 40 5 41 1 2 0

一 般 廃 /由 2, 302 7 1 1I“ 364 1 , 2 91 1 40 5 41 0 2 0

園 型 油 14 0 O 14 0 0 0 0 0

油 で い 49 4 0 26 1 8 0 O ｣14 O

廃 ＼ 酸 1 , 469 0 O 1 , 4 1 2 0 0 O 57 0

廃 ア ル カ ノ 73 0 0 52 O O O 2 1 0

廃プ フ 。十
ス チ ノ 廃プフ スチ ノ ク

ク 類 廃 タ イ ヤ

5, 900 25 0 2 , 589 829 544 2 333 47 1 , 53 ]

廃プフ スチ ノ ク 4, 460 2 5 0 2 , 581 45 1 6 2 2 1 3 47 1 , 53 ]

廃 タ イ ヤ 1 , 440 0 O 8 784 528 0 1 20 0

紙 く ず 7, 0 1 1 7 , 0 1 1

木 く ず 69, 556 69, 5 56 4

繊 維 く ず 479 479

動 植 物 性 残 渣 22, 7 26 22, 7 26

ゴ ム く ず 19 0 0 1 9 0 0 0 O O

金 属 く ず 2 1 , 0 1 3 1 1 99 17, 533 1 , 1 1 3 23 1 146 1 , 2 18 662

ガフスくず及び陶磁器く ず 9, 202 0 0 7, 0 1 9 16 7 1 0 1 , 898 2 52

鉱 さ い 48, 330 0 36, 1 84 1 1 , 237 0 O 0 0 909

建 設 廃 材 33, 047 0 O 9 1 0 0 0 0 32 , 956

ダ ス ト 類 166 0 0 1 66 0 0 0 0 0

家 畜 ふ ん 尿 916, 580
L 9 1 6, 58[

家 畜 の 死 体 1, 355
･ 1 , 35 E
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の処理 処分状況

処理 処分の概要 (農業及び水道業を除 く 。 )

実態調査によ っ て推。十さ れた産業廃棄物発生量 (農業及び水道業を除 く 。 ) は 1 , 858, 雙2 ト ン

年で、 そ の処理 処分状況は表 130 の と お り であ る 。 こ れによ る と 、 発生量の 8 4 . 1 %に当た

1 , 562 , 575 ト ンノ年が何 らかの形で中間処理さ れ、 2 3 . 2 %に当た る 430, 058 ト ンノ年が最終

っ て い る 。 処分の内訳につ いて は 、 処分対象量の 7 5 . 2 %が再生利用 さ れ、

4 . 1 %が埋立処分さ れて い る状況 と な っ て い る 。

3 0 種類別処理 ･ 処分状况 (農業及び水道業を除 く )
( t /年)

発 生 量 中間処理量 処分対象量
処 分 の 内 訳

再生利用量 埋立処分量 保管･ その他

総 。十
1 , 8 5 8, 4 4 2

(1 0 0 の
1 , 5 6 2, 5 7 5

@ 4 1)

4 3 0, 0 5 8
@ 3. 2)

〔1 0 0の

3 2 3, 3 5 6
G 7 . ④

0 5 . a

1 0 3, 8 2 6
( 5 . の

l2 4 . 1〕

2, 8 7 6
① 2)

① "

無機性汚でい
1 , 0 4 0, 8 0 3

G O O の
1 , 0 0 4, 1 0 8

@ 6 . め

1 3 9, 8 9 7
q 3. 9

〔1 0 0 . の

1 0 3 , 0 3 4
( 9 . 9)

" 3 の

3 6, 7 9 9
( 3 . 5)

〔2 6 . 勘

6 4

① ①

① の

有機性汚でい
5 9 5, 8 9 9

(1 0 0 . の
5 1 9, 8 5 2

@ 7 . の

8 7, 1 3 7
(1 4 の

〔1 0 0 の

7 5, 9 9 6
Q 2 . 助

t8 7 ‐ の

l o, 9 8 3
( 1 . 助

〔1 2 ‐ 釦

1 5 8

① ①

① の

木 く ず
6 9, 5 5 6
G O O の

1 3, 6 8 2
Q 9 7)

5 6 , 5 8 1
@ 1 . 3)
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考 ( ) : 発生量に対す る割合
〔 〕 : 処分対象量に対す る割合

農業か らの産業廃棄物の処理 処分状況

家畜ふん尿

家畜ふん尿の発生量は 、 9 1 6, 580 ト ン ノ年 と推。十さ れ、 そ の処理 ･ 処分状況は図 1 5 の と お

り であ り 、 ほ と ん どが堆き ゅ う 肥、 夜肥 と し 、 あ る い は未処理のま ま肥料と し て農地還元 (再

生利用 ) さ れてお り 、 有効利用 さ れて いない も のは廃棄及び焼却後埋立処分であ るがそれぞれ

1 . 0 % 、 1 . 9 % と な っ て い る 。
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図 1 5 家畜ふん尿の処理 ･ 処分状況

機械乾燥後農鰻元縦地 o. 4 % 端麗麓発 き 9 を
その他 "% 天日 拂

9 1 % 農地還元

廃棄 1 ･ 0 % 9 0 % 艘 9･髪罫醍 24 7 %
譲 渡 1 000% 45 . 7% 譲 渡

5 8 % 未処 1 6 . 3 %理のま ま

農地還元 の

2 6 . 1 % 4 7 % 9 1 6 5 80 t /年

′"
(イ ) 農業用廃プ フ ス チ ノ ク

農業用廃プ フ ス チ ノ ク の発生量は 、 1 , 53 1 ト ンノ年と な っ てお り 、 そ の処理 ･ 処分状況につ

いては焼却処理が最 も 多 く 6 3 3 %を 占め 、 以下埋立処分 1 8 . 9 % 、 回収等その他処理 1 2 . 7 %、

再生利用 5 1 % と な っ て い る 。

ウ 水道業か らの産業廃棄物は 、 下水道終末処理場か ら発生す る有機性汚でいであ り 、 そ の発生量

は 7 0, 7 2 3 ト ン/年 (県土木部調査によ る ) と な っ てお り 、 脱水 焼却等中間処理によ り 892 ト

ソノ年に減量さ れた後、 焼却灰と して埋立処分 さ れて い る 。

処理。十画

実態覊査の結果か ら 、 産業廃棄物発生量を予測す る と 、 昭和 6 0 年にお いて約 342 万 ト ン 、 昭和

6 5 年にお いて約 379 万 ト ン と な る 。 こ れ らの産業廃棄物発生量の増加を踏ま えて処理。十画を定め、

よ り 適正な処理を図 る こ と と した 。

ア 処理責任の明確化

事業者は、 法に規定される事業者処理責任に基づき 中間処理施設の整備、 共同処理の推進等に

よ り 適正な処理を行 う と と も に 、 廃棄物の資源化、 再生利用 に努め る 。

産業廃棄物処理業者は 、 事業者の責務を補完す る立場であ る こ と を 自覚 した上で、 中間処理施

設及び最終処分場の整備、 処理技術の向上に努め 、 適正な処理を行 う も の とす る 。

ま た 、 市町村は一般廃棄物の処理。十画 と の整合性を図 り 、 ÷一般廃棄物 と の併せ処理に努め る も

の と し 、 県は 、 事業者等の行 う 産業廃棄物の処理及び資源化 ･ 再生利用 に関 し必要な指導 ･ 助言

を行う と と も に 、 円滑な事業推進が図 られ る よ う 、 処理技術等の情報の収集 ･ 提供、 広報店動の

実施に努め る 。

(3 )
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イ 方法別処理 ･ 処分

産業廃棄物の処理に当た っ て は 、 保管、 収集 運搬、 中間処理、 最終処分の流れに沿っ てそれ

ぞれ法に定め る基準によ り 適正に行 う と と も に 、 再生利用の促進を図る 。

ま た 、 保管施設、 収集 ･ 運搬容器及び車両は産業廃棄物の性状等に応 じた構造の ものを用 い 、

中間処理施設及び最終処分場の設置に当た っ て は、 周辺の生活環境の保全に配慮す る 。

処分の実施に当た っ て は、 適切な処理技術並びに処理施設を用 いて、 産業廃棄物の減量化、 安

定化、 無害化を図 り 、 地下水及び公共水域の汚染等二次公害の発生防止に十分配慮 して埋立処分

を行う こ と とす る 。

ウ 種類別処理 処分

無機性汚でいは、 本県の産業廃棄物発生量の 3 7 %を 占め るが、 最 も 多 い窯業 ･ 土石製品製造

業並びに鉱業か らの砂利洗浄汚でいについては 、 排出場所において脱水 ･ 乾燥の処理を行っ た後、

再利用 に努め る も の と し 、 他の無機性汚でい について は無害であ る こ と を確認 して埋立処分する

こ と とす る o 有機性汚でい ‘てつ いて は、 焼却等中間処理後埋立処分す る と と も に 、 農地還元する 沁)
等再生利用を図 る こ と とす る 。 いずれに して も 、 中間処理施設の整備等によ り 減量化に努め る も

の とす る 。

家畜ふん尿は、 産業廃棄物発生量の 3 2 %を 占めて い るが、 そ の う ち 9 7 %が農地還元等有効

利用 さ れて い る現状か ら 、 有機質肥料源と しての有効利用を更に推進する もの とす る 。

ま た 、 木 く ず、 紙 く ず、 繊維 く ず等焼却可能な も の につ いて は、 焼却後埋立処分す る こ と と し、

建設廃材、 ガ フ ス く ず及び陶磁器 く ず等については、 破砕等適切な中間処理後土地造成等への再

利用を推進する も の とす る 。

(4) 処理計画の推進

話画の推進に当た っ て 、 県は 、 広報を実施 して 、 事業者及び処理業者に対する処理責任と適正処

理の認識、 一般住民に対す る産業廃棄物の正 し い認識と法の趣旨の理解を図る と と も に 、 事業者及

び処理業者への監視 ･ 指導を強化 して 、 適正な処理 ･ 処分の推進を図 る も の とす る 。

事業者は 、 製造工程等産業廃棄物の発生過程の見直 し等によ り 発生量を抑制する と 同時に 、 資源

化 ･ 再生利用の促進によ り処理の合理化を図 る と と も に 、 適切な処理施設の設置及び最終処分場用

地の確保等に努め る も の とす る 。

(5 ) 産業廃棄物処理専門部会

昭和 5 0 年に策定 した産業廃棄物処理。十面実施指導方針に基づき 設置 し た産業廃棄物処理専門部

会について は 、 必要に応 じ て開催 し 、 適正な処理方針を検討する もの と する 。

2 産業廃棄物処理案の許可の現況

産業廃棄物の処理を楽と して行お う とする者は 、 当該業を行お う とする 区域を管轄する都道府県知

事の許可を受けなければな ら な いが 本県におけ る許可の現況は次表の と お り であ る 。
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産業廃棄物処理業者に対 して は 、 処理設備の整備等の指導に よ り 、 適正処理の推進を図 る も の とす

る 。

表 1 3 1 産業廃棄物処理業の許可の現況
(昭和 6 0 年 3 月 末現在)

棄物の分類＼･＼＼~~-護邁進産業業の種類

安 定 型

産業廃棄物

管 理 型

産業廃棄物
廃 油 類

廃 酸

廃アルカ ノ

分 類 。十

(実業者数)

県内業者
収 集 ･ 運 搬 5 7 5 11 1 8 ( 1 3)

収集 ･ 運搬、 中間処理 0 2 2 0 4 ( 4)

収集 ･ 運搬、 最終処分 6 6 0 0 1 2 ( 9)

県 外 収 集 運 搬 業 者 2 3 1 9 2 0 1 1 7 3 ( 4 5)

) @
備 考 (1 ) 安定型産業廃棄物 と は 、 廃プ フ ス チ ソ ク 類、 ゴム く ず、 金属 く ず、 ガ フ ス く ず及

び陶磁器 く ず、 建設廃材を い う 。

( 2 ) 管理型産業廃棄物と は 、 安定型産業廃棄物、 廃油類、 廃酸、 廃アルカ ノ 以外の産

業廃棄物をい う 。

) "
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第 9 章 中小企業者に対す る 貸付け

田 県では 、 企業が公害防止施設を設置する場合に 、 企業の公害防止を側面か ら援助する ため 、 昭和46

年度か ら 、 公害防止施設整備に対す る貸付けを行っ て い る 。

表 1 3 2 鳥取県公害防止資金貸付制度 (昭和 6 0 年度)

貸 付 対 象 中 小 企 業 者 又 は 事 業 協 同 組 合 等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械設備

3, 0 0 0 万円以内 (組合に あ っ て は 4, 0 0 0 万円以内)

年 6 . 1 %以内 (保証付の場合年 5 . 7 %以内 )

7 年以内 ( 1 年以内の据置き を含む。 )

商工組合中央金庫鳥取支店 米子支店 ぬ
Y

昭和 5 4 年度以降の貸付実績は、 下表の と お り であ る 。

表 1 3 3 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

昭 和 5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

5 9

1 1 件

5

4

6

3

1

1 5 , 2 8 8 万 円

7 , 3 8 0

1 0 , 8 0 0

1 0 , 0 7 5

6 , 2 2 0

3 0 , 0 0 0

表 1 3 4 施設別貸付実績

蝨"＼"＼謂霊劾
汚水処理施設 ばい じ ん防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

昭 和 5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

5 9

1 1 件

5

3

2

3

1

1 5 , 2 8 8 万円

7 , 3 8 0

9 , 0 0 O

2 8 2 5

6 , 2 2 0

3 0 , 0 0 0

叫牛

1

一万円

1 , 8 0 0

一件

4

一 万円

7 , 2 5 0
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( 2 ) 中小企業近代化資金助成法によ る 設備近代化資金 (無利子) によ る貸付け

表 1 3 5 中小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 長

昭 和 5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

5 9

4 件

2

2 7 5 0 万円

1 4 4 1

汚水処理施設

圏 中小企業金融公庫、 国民金融公庫によ る貸付け

ゆ 表 1 3 6 中小企業金融公庫、 国民金融公庫によ る貸付実績
(産業公害防止貸付) (公 害 貸 付)

“ぶ"貸報箋.
中 小 企 業 金 融 公 庫 国 民 金 融 公 庫

件 数 金 額 件 数 金 額

昭 和 5 4

b 5

5 6

5 7

5 8

5 9

2 件

2

1

5

1

2

2 2 , 0 0 0 万円

5 , 0 0 0

3 0 0 0

1 0 5 5 0

2 , 0 0 0

9 , 0 0 0

1 件

7

1

1 6 0 万円

4 , 0 5 0

3 , 0 0 O

(4 ) 公害防止事業団貸付け

表 1 3 7 公害防止事業団貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭 和 5 5

5 6

5 7

5 8

5 9

2 件 9 9 0 0 万円 産業廃棄物処理施役 ( 6 , 9 0 0 万)

汚水処理施設 ( 3 , 0 0 0 万 )
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第 1 0 章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度の現況

公害をめ ぐ る紛争は 、 因果関係の解明が困難な と こ ろか ら 、 公害の裁判によ る解決に膨大な時間 と費

用を要す るのが実情であ り 、 しか も公害の被害は単に財産上の被害に と どま らず、 人の健康、 生命に及

ぶ場合 も少な く な く ま た 、 被害者は比較的弱い立場にあ る一般住民であ る のが通例であ る 。

こ のため、 訴訟と は別に紛争を早期に解決す る こ と を 目 的 に 、 昭和 4 5 年に公害紛争処理法 (昭和45

年法律第 108 号) が制定さ れた。

こ の法律に規定す る紛争処理の方法は 、 あ っ せん、 調停、 仲裁並びに裁定と な っ てお り 、 紛争処理機

関は 、 中央機関 と都道府県機関 とがあ り 、 都道府県の機関については 、 常設の審査会方式の機関 と紛争

処理に あた るべき候補者をあ らか じ め委嘱 してお く 名簿方式とがあ る 。 ⑪

本県の場合は、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員候補者 1 3 名をお き 、 公害紛争事件が申請さ れた場

合は 、 知事が候補者の中か ら 3 人の委員を選出 し 、 公害紛争の処理にあた る体制を と っ てい る 。

第 2 節 公害苦情受理処理状況

1 公害苦情受理状況 (県 、 市町村新規受理分)

( 1 ) 昭和 5 9 年度におけ る本県の公害苦情受理状況は 193 件であ り 、 昭和 5 8 年度 17 1 件に比べて 22

件増加 して い る 。

(2 ) 年度別公害苦情種類別受理件数は、 次の と お り であ る 。

公害、の、種~類さ、、年度 昭 和 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9

大 気 汚 染 1 1 3 1 6 1 5 1 7 1 2

水 質 汚 濁 4 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 9

騒 音 3 7 3 6 L 3 7 2 5 3 5 3 2

振 動 3 7 4 3 4 6

悪 臭 3 2 1 7 2 9 2 6 3 7 4 1

土 壌 汚 染 1

そ の 他 4 4 7 6 8 8 1 1 7 5 4 7 3

。十 1 7 1 1 7 3 2 0 9 2 1 7 1 7 1 1 9 3

公害の種類別苦情は、 昭和 5 9 年度受理件数中では、 悪臭 4 1 件 ( 2 1 %) 騒音 3 2 件 ( 1 7
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%) 、 水質汚濁 2 9 件 ( 1 5 % ) 、 大気汚染 1 2 件 ( 6 % ) 、 振動 6 件 ( 3 % ) 、 そ の他73件( 3 8

%) と な っ てい る 。

(3) 受理件数の多い市町村は、 米子市 5 8 件 (前年度 6 1 件) 、 鳥取市 5 8 件 (前年度 5 0 件) を最

高 に 、 倉吉市 3 4 件 (前年度 1 8 件) 、 境港市 1 1 件 (前年度 1 8件) 、 気高町 &件 (前年度 2件)、

関金町 2 件 (前年度 0 件) 、 日 南町 2 件 (前年度 3 件) の順と な っ てい る 。

2 公害苦情の処理状況

昭和 5 9 年度にお け る公害苦情件数 193 件中解決 し た も の 188 件で 、 解決率は 9 7 % と な っ て い る。

昭和 5 9 年度の公害苦情種類別処理状况は ~ 次の と お り であ る 。

＼＼＼ 区 分
、＼＼ -

、＼＼公害の種類
受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 (暮 則 ) %

大 気 汚 染 1 2 1 2 1 0 0

水 質 汚 濁 2 9 2 8 9 7

騒 音 3 2 2 9 9 1

振 動 6 6 1 0 0

悪 臭 4 1 4 1 1 0 0

そ の 他 7 3 7 2 9 9

。十 1 9 3 1 8 8 9 7

3 公害苦情の種類別発生源内沢

公害の発生源別では 、 製造業 4 4 件 ( 2 3 %) 、 家庭 2 4 件 ( 1 2 % ) 、 建築土木工事 1 3 件 ( 7

% ) 、 商店飲食店 1 2 件 ( 6 %) 畜産業 1 0 件 ( 5 % ) 交通機関 2 件 ( 1 %) その他 縦件ぐ46

%) と な っ てい る 。

、噂 “ふき~発~生態 製造業
建築土

木工事

大 通

機 関
畜産業 家 庭

商 店

飲食店
そ の他 。十

大 気 汚 染 7 2 ･1I- 2 1 2

水 質 汚 濁 6 1･I- 3 5 1 4 2 9

騒 音 1 2 ･1I- 2 2 8 7 3 2

振 動 ･1I- 4 1 6

悪 臭 1 1 11- 6 6 3 1 4 4 1

そ の 他 7 6 1 9 5 0 7 3

。十 4 4 1 3 2 1 0 2 4 1 2 8 8 1 9 3
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表 1 3 8 昭和 5 9 年度公害苦情件数市町村＼名＼＼･区＼分 新規 繰越 合。十 理
)#
+

処
埆

年
越

翌
繰

合。十 備考鳥取市 R
U

に
u

1 Q
J

に
U

A
U

に
J

3 ハ
コ

に
J米子市 Q

U

に
J

Q
U

に
U

0
0

に
U

Q
U

に
J倉吉市 護

れ性

Q
J

メ
ハ
サ

Q
U

れ
れ仕

Q
J

れ
仕

う
り境港市 11 11 11 11岩美郡 国府町岩美町

一福部村 一八頭郡 郡家町 船岡町河原町 八東町若桜町 用瀬町佐治村 1 1 1 1智頭町 1 1 1 1気古郡
同気高町 3 3 2 1 3鹿野町青谷町東伯郡 羽合町 1 1 ｣1

I
4

･1
4伯村 東郷町 三朝町関金町 2 2 り

乙

リ
ム北条町 2 2 リ

ノム

り
乙大栄町 1 1 2 リ

ム

n
乙東伯町赤碕町西伯郡 西伯町会見町岸本町 日吉津村 2 2 つ

“

り
乙淀江町 1 1 十

I
▲

J1
1

-大山町 名和町 中山町日野郡 日南町 2 1 3 1
1
4

リ
ム

Q
J日野町江府町 溝口町

1

1 ･T
I

-

1
4

県
話

リ
ム

リ
ノム

1 23 れ n
乙

器

193 11 204 1
1I

“

Q
〉

“1
1

露 月
仕

n
Y

n
乙
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表 1 3 9 公害の種類別件数 (新規)＼＼＼＼、区分 、＼＼＼＼市町村名 大気 水質 土壌 騒音 振動 悪臭 計 その他 合。十鳥取市 4 7 A
U

｣1
I

-

4 Q
U

1
･且

-

月
T

れ
仕

ゑ
得

･1
･一

一

R
U

に
J米子市 1 9 1 5 A

U

｣1
I

-

リ
ム

召
せ

Q
U

に
〕倉吉市 3 9 5 n

U

｣｢
I
I
J

n
uy

リ
ム

7 獲
れ"T

Q
U境港市 3 1 4 8 3 11岩美郡 ･

一国府町 一岩美町福部村八頭郡 郡家町 船岡町河原町 八東町若桜町用瀬町 佐治村智 頭町 1 1 1気高郡 気高町 1 1 2 1 3鹿野町

一青谷町 一東伯郡 羽合町泊村東郷町

｢三朝町 ｢関金町 1 ｣1
I

▲

1
･I

-

n
乙北条町大栄町 1 ｣1

I
▲

1
1

-東伯町赤碕町西伯郡 西伯町会見町岸本町 日吉津村淀江町大山町 名和町 中山町日野郡 日南町 ･1
具

n
乙日野町江府町溝口町 1

･I
-

｣I
I

4

県 4 6 R
U

Q
U

｣1
I

▲

ハ
T

り
6

つ
乙

話 リ
ム

1
1

-

O
J

n
乙

n
乙

う
、U

A
U

JT
-上

“
"

ハ
U

n
乙

1
■l

▲

Q
U

“
‘

Q
J

ハ
リ

1
1

｣
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第 3 節 企業の公害防止管理者等の 。没置

公害防止管理者等の設置

昭和 4 6 年 6 月 制定さ れた ｢特定工場におけ る公害防止組織の整備に関す る法律｣ に よ り 、 一定の

要件を備えた特定施没を有す る工場は 、 その特定施設の区分 (大気、 水質、 騒音、 粉 じん、 振動) こ

と に公害防止管理者を選任する こ と を義務付け られ、 こ の ほか 従業員の数、 工場の規模によ っ て は、

公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も選任 しな ければな ら な い こ と にな っ てい る 。 本県にお いて公

害防止管理者等を選任 し て い る工場数は 4 8 工場であ る 。

表 1 4 0 公害防止管理者等設置状況

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大 気 関 係
公害防止管理者

水 質 関 係
公害防止管理者

騒音関係公害防止管理者 粉じん関係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者 公害防止主任管理者第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
u2) 食 料 品 製 造 業 4 &) 途) d)

門

Q 3) た ば こ 製 造 業 2 & くる
r

u " 繊 維 工 業 ◆■I4
◆I■▲ マー▲

(同 木 材 、 木 製 品 製 造 業 2 d) (物)

(1ぬ 繍 エプ品 製 紙造 業 2 & & d) d) (b
屹の 化 学 工 業 ｣｢I◆一 1

囮) 石油 、 石 炭製品製造業 10 途) {季& d)
惣助 窯業 、 土石製品製造業 16 (多) 趨
節) 鉄 鋼 業 3 & d)

2

(2) &
姥幼 金 属 製 品 製 造 業 5 & & (b る
倦の 電 気 機 械 器 具 製 造業 ｣1If▲ (b d) ( 丑 ) ( b

2

倦の ガ ス 業 11
1･I“ 1

。十 48 偽 き 盗 (急 (も (翁) 途) 巌】 & (b

(注) 1 . 業種番号、 業種名は 日本産業分類に よ る 。

2 . ( ) は 、 代理者の数であ る 。
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第4 部 鳥取県 の 美化推 進運動

1 鳥取県を美 し く す る 運動

県民のすべてが健康で文化的な生活を営むため に は 、 生活環境を清潔で快適なものにする必要がある。

こみの ない清潔な生活環境づ く り は 、 我々県民に課せ られた義務であ り 、 県 ･ 市町村の積極的な施

策と と も に 、 県民一人一人の正 し い理解と協力を得て強力に推進 して ゆ く 必要があ る 。

こ のため 、 昭和 4 6 年か ら市町村及び各種関係団体の協力の も と に ｢鳥取県を美 し く す る運動｣ を

実施 し 、 県民の環境保全意識を高揚 し 、 河川 、 海岸等公共の場所か ら ごみを一掃す る運動を展開 して

き た。

昭和 5 9 年度の事業実施結果は次の と お り であ る 。

@ ( 1 ) 運動期間 昭赤ロ 5 9 年 1 0 月 1 日 ~ 1 0 月 3 1 日
(2 ) 運動内容

ア 広報活動

ポ ス タ ー を 5 0 0 枚作成 し 、 保健所 ･ 市町村に配布 し 、 併せて市町村広報紙に運動の趣旨を掲

載す る と と も に 、 有線放送等を通 じ て運動への参加 と意識の高揚を図 っ た。

イ 知事表彰

地域環境美化に功績のあ っ た団体に対 し知事表彰を行 っ た 。 (岩美町田後婦人会、 東伯町徳万

老人ク フ ブ鶴亀会)

ウ 清掃活動

市町村、 各種団体、 自治会等が中心･ と な り 河川 、 湖沼 、 海岸、 公園等の清掃を実施す る と と も

に不法投棄ごみの除去を行っ た。

ェ 不法投棄の監視指導

市町村 ･ 保健所が、 不法投棄の監視指導パ ト ロ ー ルを実施 した。 更に警察の協力を得て不法投
　

棄者の監視取締パ ト ロ ールを実施 した。

オ ごみ容器、 立礼の没置

公共の場所に ごみ容器を設置する と と なこ 、 不法投棄を し な い よ う 立札を設置 し た 。

力 各種会合

美化意識の高揚を図る ための会合を開 く と と も に 、 浄化槽の設置者に対 し維持管理講習会を実

施 した。

2 環境週間

昭和 4 7 年国連総会にお いて毎年 6 月 5 日 を ｢世界環境プ ー ｣ とす る こ とが決議さ れ、 こ れを受け
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て我が国にお いて も 、 こ の 日 を初 日 と する 1 週間を ｢環境週間｣ とす る こ と と された 。

こ の週間は 、 環境問題に対す る認識を深め、 公害防止や 自然環境保全を強力に推進す るための全国

運動を展開 し よ う とす る も のであ るが 本県において も 、 こ の趣旨に沿っ て市町村及び各種団体の協

力の も と に多彩な行事を実施 し 、 環境保全についての意義を広 く 県民に普及 し 、 啓 も う に努め るため

各種の行事を行 っ てい るが 昭和 5 9 年度の実施状况は次表の と お り であ る 。

表 1 4 1 昭和 5 9 年度環境週間行事実施状況一覧表

行 事 名 実施主体 協 力 付 事 内 容 行 事 成 果 備考

環境週間ボス
夕 一の掲示

市町村広報

研 修 会

。己 念 集 会

事業場水質凋
査

環境整備澗査

た｣通公害環境
凋査

整備不良車の
監視取締 り

海浜、 河川 、
湖沼等公共場
所の清掃

市 渇 村
市 町 村

県

市 町 村

県

市 町 村

暴

県警本部
陸運事務
所

市 裾 村

市町村

環境庁ポス タ ー 1 , 300 枚を市町村
保健所、 土木出張所等に配布

有線放送 1 5 市町村で延べ 3 3 回
放送
広報車 3 市町村で延べ 7 回巡回
広報紙 1 4 市町村で延べ 1 4 回配
布

7 月 1 2 日(金)鳥取県薬済師会館講
堂で県、 市町村の公害担当職員を
対象と した公害問題に関する研修
を実施 した。

環境保全関係団体によ る環境問題
に対する意見交換を実施 した。

県下の水質汚濁防止法の 5 4 特定
事業場に対 し水質凋査を行 っ た。

工場、 事業場の点検と ごみの不法
投棄の実態調査及びごみの除去

交通ひん繁地区におけ る大気騒音
振動の淵査を行っ た。

整備不良車の一斉取締 り

海浜、 河川 、 湖沼等公共の場所の
清掃を行っ た 。

8 0 名参加

4 市町で 100 名参加

工場事業場の点検
8 市町村で 4 0 事
業所
不法投棄場所の実
態澗査
1 7 市町村で 7 3
か所を確認、 2 8
ト ンの ごみを除去
した。

4 市 1 8 地点で延べ
4 日 間 9 0 回測定
(一酸化炭素につい
ては 4 地点で 2 4 時
間連続自動測定)

検査車輌数 2 4 0 台

凋査
結果
表 8 8
表 103

処
分
状
2兄

整 備 命 令 0

整備通告書 0 I
警 告 7

。十 7

1 9 市町村で80 ,500
名参加 して清掃 した。

⑲)
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